
 

 

～ ご葬家・葬祭事業者の方々へ、副葬品についてのお願い ～ 

 

 副葬品の入棺については、ご故人様・ご遺族のお気持ちを可能な限り考慮させて頂きたい

と考えておりますが、ご遺骨や火葬炉設備機器の保護、ダイオキシン類をはじめとする有害

物質の発生を抑制するため、品物によっては入棺をお断りさせて頂きますので、ご理解・ご

協力の程、お願い申し上げます。 

 

 

〇お棺に入れる事ができない物の例 

 

※ ペースメーカーや人工関節などの身体装具のある場合は、事前にご連絡ください。 
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品　目 理　由

石
油
製
品

〇プラスチック・ビニール製品
　カセットCD類、ゴルフボール、玩具
　カバン・くつ・メガネ　など

〇化学製品
　衣類・寝具などの繊維製品

〇発泡スチロール
　まくら・緩衝材　など

〇カーボン製品
　つえ・釣り竿・ゴルフクラブ・ラケット　など

・ダイオキシン類など有害物質の発生

・異常燃焼による火葬炉設備機器の損傷

・火葬時間の延長

金
属
・
ガ
ラ
ス
類

〇金属製品
　携帯電話・ラジオなど電子機器・
　硬貨・アクセサリー類・仏像・缶　など

〇ガラス製品
　酒類のビン・鏡・食器　など

・お骨への付着

・爆発によるお骨や耐火物の損傷

・火葬炉内の耐火物への付着、損傷

飲
食
物
・
紙
類
 
他

〇果物・野菜
　メロン・スイカ・パイナップル　など
〇書籍
　本・アルバム　など
〇布製品
　ぬいぐるみ・衣服・着物　など
〇木製品
　将棋や囲碁の盤・置き物　など

・お骨への付着

・火葬時間の延長

そ
の
他

〇スプレー缶・ライター・電池などの危険物

〇必要以上のドライアイス

・ダイオキシン類など有害物質の発生

・異常燃焼や爆発による火葬炉設備機器の
　損傷

・火葬時間の燃焼


